
Tradescant	Lay

）。
一
八
〇
〇
？
～
一
八
四
五
年
。
一
八
二
五
年
か
ら
ビ
ー

チ
ー
船
長
率
い
る
ブ
ロ
ッ
サ
ム
号
で
探
検
航
海
に
参
加
。
広
州
駐
在
の
英
国

領
事
。
一
八
四
三
年
（
道
光
二
十
三
年
七
月
）
に
広
州
領
事
に
任
命
さ
れ
、

翌
年
七
月
（
道
光
二
十
四
年
五
月
）
福
州
領
事
に
転
じ
、
さ
ら
に
四
五
年
四

月
（
道
光
二
十
五
年
二
月
）
厦
門
領
事
と
な
る
。

（
7
）	

両
相
　
双
方
、
互
い
に
。

（
8
）	

懼
怕
　
恐
れ
お
の
の
く
こ
と
。

（
9
）	

水
菜
　
水
と
野
菜
。
飲
料
水
と
食
物
。

（
10
）	

公
道
　
公
平
。

（
11
）	

屛
翰
　
屛
と
そ
の
両
辺
に
在
っ
て
こ
れ
を
さ
さ
え
る
柱
。
ま
た
、
垣
と

な
っ
て
守
る
。
転
じ
て
柱
石
の
臣
、
重
臣
。
ま
た
屛
翰
は
屛
扞
、
屛
藩
、

藩
屛
に
同
じ
。
周
辺
の
藩
属
国
を
指
す
。

（
12
）	

香
山
県
　
広
東
省
広
州
府
香
山
県
。
現
中
山
市
。
珠
江
デ
ル
タ
の
中
南
部

に
位
置
す
る
。

（
13
）	

急
頓
　
役
職
。
キ
ャ
プ
テ
ン
の
こ
と
。

（
14
）	

味
ｊ
ｋ
　
ベ
ル
チ
ャ
ー
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ
ル
チ
ャ
ー
（Sir	Edw

ard	
Belcher

）。
一
七
九
九
～
一
八
七
七
年
。
一
八
一
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍

に
入
り
、
一
八
二
五
年
に
ビ
ー
チ
ー
率
い
る
探
検
航
海
に
参
加
。
ア
ヘ
ン

戦
争
が
始
ま
る
と
香
港
に
上
陸
し
て
戦
い
、
香
港
沿
岸
の
測
量
を
行
っ

た
。
戦
争
終
了
後
、
ナ
イ
ト
の
称
号
を
得
た
。
一
八
四
七
年
ま
で
東
イ

ン
ド
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
巨
文
島
な
ど
の
測
量
作
業
に
従
事
し
た
。

一
八
七
二
年
に
海
軍
大
将
に
昇
進
し
た
。
一
八
四
三
年
（
道
光
二
十
三
）

か
ら
四
四
年
に
か
け
て
、
ベ
ル
チ
ャ
ー
は
サ
マ
ラ
ン
号
で
宮
古
・
石
垣
・

与
那
国
へ
来
航
し
、
水
陸
の
測
量
調
査
を
強
行
し
た
後
、
道
光
二
十
五
年

五
月
那
覇
沖
に
到
来
、
琉
球
の
官
民
を
驚
か
せ
た
。

（
15
）	

手
を
用
い
て
勢
を
比
し
　
手
振
り
身
振
り
で
。

（
16
）	

愁
慮
　
憂
慮
す
る
。

別台 -05
　
琉
球
国
中
山
王
尚
育
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
英
国
船
は
伯
徳
令

（
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
）
を
琉
球
に
残
置
し
、
仏
国
の
総
兵
は
条
約
の
締

結
を
迫
り
、
仏
人
伯
多
禄
（
ル
＝
テ
ュ
ル
デ
ュ
）・
亜
臬
徳
（
ア
ド
ネ
）

の
二
名
を
逗
留
せ
し
め
た
れ
ば
、
退
去
方
の
外
交
交
渉
を
求
む
る
旨
の

咨
文
（
道
光
二
十
六
《
一
八
四
六
》、
八
、
十
四
）

琉
球
国
中
山
王
尚
（
育
）、
臣
子
の
憂
は
堪
え
難
き
所
有
り
、
君
父
の
威
、

固
よ
り
当
に
仰
い
で
藉
る
べ
け
れ
ば
、
転
奏
せ
ら
れ
て
恭
し
く
聖
諭
を
請

い
、
以
て
藩
国
を
安
ん
ぜ
し
め
ん
こ
と
を
懇
乞
う
事
の
為
に
す
。

切
か
に
査
す
る
に
、
道
光
二
十
六
年
四
月
初
五
日
、
𠸄
咭
唎
船
一
隻
到
来

す
る
有
り
。
随
即
に
員
に
委
し
て
物
件
を
送
給
し
、
並
び
に
来
歴
を
詢
わ
し

む
る
も
言
語
通
ぜ
ず
。
内
に
通
事
一
名
有
り
。
姓
は
劉
、
名
は
友
于
と
叫

う
。
即
ち
広
東
香
山
県
の
人
な
り
。
称
す
る
に
拠
る
に
、「
𠸄
咭
唎
国
の
船

隻
に
係
る
。
本
年
三
月
十
五
日
、
広
東
に
在
り
て
開
船
す
。
舵
梢
一
十
四
名

を
除
く
の
外
、
另
に
医
士
伯
徳
令
、
家
眷
・
児
女
を
携
帯
し
て
来
た
る
有

り
。
該
医
士
を
し
て
妻
子
・
通
事
を
率
同
し
上
岸
し
て
淹
留
せ
し
む
る
を
准

さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
」
等
の
語
あ
り
。

本
爵
、
官
に
飭
し
文
を
具
え
て
懇
請
す
ら
く
、「
他
国
の
人
員
、
上
岸
し

て
身
を
棲
ん
ず
る
は
素
よ
り
国
家
の
厳
禁
に
係
る
。
更
に
兼
ね
て
敝
国
は
蕞

爾
の
蜃
疆
に
し
て
土
痩
せ
地
薄
く
物
産
饒
か
な
ら
ず
。
若
し
他
国
の
人
を
し

て
淹
留
せ
し
む
れ
ば
甚
だ
不
便
有
り
。
其
の
淹
留
す
る
の
心
を
罷
め
、
風
日



の
爽
晴
な
る
こ
と
有
る
を
待
ち
、
仍
お
原
船
に
坐
し
て
駕
回
さ
れ
ん
こ
と
を

乞
う
」
等
の
情
あ
り
。

但
だ
該
医
士
は
聴
従
す
る
を
肯
ぜ
ず
。
妻
子
曁
び
通
事
を
携
帯
し
上
岸
し

て
逗
留
す
。
其
の
原
船
に
至
り
て
は
、
初
八
日
に
于
て
順
風
有
る
を
見
て
放

洋
し
て
去
る
。
本
爵
、
之
れ
を
如
何
と
も
す
る
無
く
、
其
の
淹
留
す
る
に
任

せ
時
に
従
う
。
厥
の
後
、
該
伯
徳
令
は
医
局
を
設
建
し
広
く
療
治
を
施
さ
ん

こ
と
を
要
む
。
覬
覦
の
心
無
き
に
似
た
り
。
但
だ
妻
子
を
携
帯
し
跋
渉
し
て

遠
来
す
れ
ば
、
其
の
心
の
存
す
る
所
は
以
て
測
度
し
難
し
。
且
つ
他
国
の
人

を
し
て
逗
留
す
る
に
任
憑
せ
れ
ば
、
西
土
の
各
国
、
其
の
風
声
を
聞
き
て
来

た
り
、
遂
に
国
家
の
患
を
滋
す
を
誠
に
恐
る
。

又
、
査
す
る
に
、
道
光
二
十
六
年
四
月
初
七
日
、
咈
ｈ
哂
船
一
隻
到
来
す

る
有
り
。
本
爵
、
即
ち
に
飭
し
て
物
件
を
交
送
す
る
も
、
奈
せ
ん
、
収
む
る

を
肯
ぜ
ず
。
又
、
前
年
、
国
に
留
ま
る
の
執
事
・
通
事
の
両
人
を
し
て
其
の

来
歴
を
訪
わ
し
む
。
乃
ち
口
称
に
拠
る
に
、「
咈
国
総
兵
摂
藍
の
坐
す
る
所

の
船
隻
に
係
る
。
通
船
共
に
三
百
員
名
有
り
。
数
日
の
後
に
、
必
ず
吾
国
の

元
帥
到
来
し
て
貴
国
と
相
い
約
し
て
好
を
結
び
、
交
易
す
る
を
要
む
る
有

り
。
合
に
先
に
報
知
す
べ
し
」
等
の
語
あ
り
。

本
爵
、
之
れ
を
聞
き
て
驚
懼
に
勝
え
ず
。
五
月
十
三
日
に
至
り
、
果
た
し

て
咈
船
両
隻
到
来
す
る
有
り
。
称
す
る
に
拠
る
に
、「
一
は
元
帥
瑟
西
爾
の

坐
す
る
所
の
船
隻
に
係
る
。
通
船
共
に
五
百
員
名
有
り
。
一
は
総
兵
黎
峩
の

坐
す
る
所
の
船
隻
に
係
る
。
通
船
共
に
三
百
員
名
有
り
」
等
の
語
あ
り
。

随
即
に
官
に
委
し
て
物
件
を
交
送
す
る
も
、
奈
せ
ん
、
収
む
る
を
肯
ぜ

ず
。
乃
ち
元
帥
瑟
の
啓
称
に
拠
る
に
、「
吾
が
君
の
類
斐
理
甫
は
賢
明
の
君

な
り
。
礼
を
好
み
て
和
に
務
む
。
今
、
貴
国
と
和
を
通
じ
好
を
結
び
、
以
て

生
意
を
做
さ
ん
と
欲
す
。
嗣
後
、
若
し
咈
国
の
船
隻
の
到
来
す
る
有
れ
ば
、

宜
し
く
貴
国
の
馬
頭
に
在
り
て
其
れ
を
し
て
湾
泊
せ
し
め
、
風
を
避
け
水
を

取
り
糧
を
買
わ
し
む
れ
ば
可
な
る
べ
し
。
倘
し
不
幸
に
し
て
船
破
る
る
者
有

れ
ば
、
亦
た
応
に
収
留
し
て
款
待
し
、
差
船
有
る
を
俟
ち
て
、
其
れ
を
し
て

領
回
せ
し
め
、
或
い
は
便
船
に
附
搭
し
て
送
り
回
せ
ば
可
な
る
べ
し
。
果
た

し
て
能
く
此
の
如
く
す
れ
ば
、
必
ず
吾
国
の
皇
帝
は
友
と
為
り
て
、
艱
難
緊

急
の
時
に
於
て
は
亦
た
其
の
善
く
助
く
る
を
得
る
有
る
べ
し
。
然
し
て
此
の

艱
難
は
久
し
か
ら
ず
し
て
将
に
之
れ
に
遇
わ
ん
こ
と
を
恐
る
。
余
は
貴
国
と

吾
が
咈
国
と
の
好
を
結
び
盟
を
定
め
て
以
て
交
易
を
為
さ
ん
こ
と
を
請
う
」

等
の
由
あ
り
。

本
爵
は
即
ち
官
に
飭
し
文
を
具
え
て
懇
請
せ
し
む
ら
く
、「
敝
国
は
弾
丸

の
小
邦
に
し
て
物
産
は
幾
ば
く
も
無
く
、
屢
々
饑
饉
に
苦
し
み
、
国
は
窮
し

民
は
疲
れ
、
広
く
他
国
と
好
を
結
び
交
易
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。
但

だ
他
国
の
船
隻
、
飄
来
す
る
の
時
に
当
た
り
、
菜
水
を
発
給
す
る
を
除
く
の

外
、
其
の
船
を
修
す
べ
き
の
者
は
、
之
れ
が
為
に
修
葺
し
、
其
の
送
り
回
す

べ
き
の
者
は
之
れ
が
為
に
護
送
す
。
此
れ
敝
国
の
規
例
と
為
し
て
、
行
い
来

た
る
こ
と
已
に
久
し
。
咈
船
の
飄
来
す
る
の
時
に
至
り
て
は
、
亦
た
応
に
例

に
照
ら
し
て
辦
理
す
べ
し
。
此
の
意
を
体
し
て
貴
国
王
に
転
達
し
、
其
の
好

を
結
び
交
易
す
る
を
免
れ
ん
こ
と
を
乞
う
」
等
の
情
あ
り
。

乃
る
に
元
帥
瑟
の
啓
称
に
拠
る
に
、「
貴
国
、
盟
を
結
び
交
易
す
る
を
免



れ
ん
こ
と
を
請
う
の
処
は
、
余
は
当
に
情
を
尽
く
し
申
奏
す
べ
し
。
然
れ
ど

も
余
の
職
は
忠
を
尽
く
し
実
を
奏
し
、
敢
え
て
謊
言
し
て
上
を
欺
か
ざ
る

な
り
。
余
は
貴
国
、
固
よ
り
此
く
の
如
き
の
窮
苦
有
り
と
言
う
能
わ
ざ
る
な

り
。
今
の
吾
が
皇
上
、
叡
知
明
達
な
れ
ば
自
ら
定
奪
施
行
す
る
こ
と
有
る
べ

し
。
然
れ
ど
も
一
年
の
久
し
き
に
非
ざ
れ
ば
、
吾
が
皇
上
の
旨
は
到
る
能
わ

ざ
る
な
り
。
若
し
上
諭
の
一
た
び
降
れ
ば
、
即
ち
船
を
撥
し
之
れ
を
告
ぐ
べ

し
。
且
つ
従
前
留
ま
る
所
の
執
事
の
ｆ
爾
咖
助
曁
び
通
事
の
粤
五
思
旦
等
の

両
人
は
、
余
、
他
処
に
於
て
緊
要
の
事
有
る
に
因
り
、
跟
去
し
て
辦
理
す
る

も
、
而
れ
ど
も
執
事
の
ｆ
は
数
月
の
後
に
於
て
再
び
来
た
り
て
淹
留
せ
し
め

ん
と
す
。
今
、
新
た
に
伯
多
禄
一
人
を
留
め
て
貴
国
に
在
ら
し
め
、
其
れ
を

し
て
皇
諭
の
頒
到
す
る
の
時
に
於
て
、
執
事
の
ｆ
と
同
に
聖
諭
を
宣
伝
せ
し

め
ん
と
す
」
等
の
由
あ
り
。

本
爵
、
又
復
び
官
に
飭
し
文
を
具
え
て
懇
請
せ
し
む
ら
く
、「
敝
国
は
前

に
云
う
所
の
如
く
、
誠
に
是
れ
困
窮
し
て
既
に
し
て
金
銀
無
く
、
復
た
綢
緞

無
け
れ
ば
、
乃
ち
交
を
他
邦
と
結
び
て
以
て
貿
易
を
為
す
は
、
実
に
国
力
の

及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
。
乞
う
ら
く
は
、
実
情
を
酌
察
せ
ら
れ
、
其
の
回
国

の
後
に
于
て
代
り
て
転
奏
を
為
し
、
其
の
請
う
所
を
准
さ
れ
ん
こ
と
を
。
更

に
伯
多
禄
先
生
を
将
て
一
同
に
帯
回
す
る
を
准
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
」
等
の

情
あ
り
。

乃
る
に
元
帥
瑟
の
口
称
に
拠
る
に
、「
回
国
の
後
に
、
貴
国
の
事
情
を
将

て
余
の
国
の
皇
帝
に
転
奏
す
る
も
、
伯
多
禄
に
至
り
て
は
留
め
ざ
る
を
得

ず
」
等
の
由
あ
り
。
此
れ
を
拠
け
た
り
。

本
爵
、
閏
五
月
十
四
日
に
于
て
飭
し
て
物
件
を
具
え
て
該
元
帥
等
に
交
送

し
、
方
め
て
収
領
す
る
を
行
わ
し
む
。
是
の
日
、
又
、
該
国
の
船
一
隻
、
駛

し
て
敝
国
の
大
嶺
村
洋
面
に
到
り
て
、
偶
々
暗
礁
に
擱
り
殆
ん
ど
覆
没
す
る

に
至
ら
ん
と
す
る
有
り
。
即
刻
に
小
船
数
十
余
隻
を
遣
撥
し
、
以
て
其
の
危

を
濟
く
。
訊
い
た
る
と
こ
ろ
、
口
称
に
拠
る
に
、「
咈
国
の
克
必
釘
色
爾
玩

の
坐
す
る
所
の
船
隻
に
係
る
。
洋
に
在
り
て
日
久
し
く
風
を
被
り
て
飄
い
来

た
る
。
船
上
に
原
は
一
十
六
名
有
り
。
其
の
内
一
名
は
波
を
被
り
て
淹
斃
せ

ら
る
。
木
料
を
給
せ
ら
れ
て
船
上
の
損
す
る
処
を
修
補
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」

等
の
由
あ
り
。
随
い
で
飭
し
て
木
料
を
交
給
し
、
並
び
に
牛
・
羊
・
鶏
・

豚
・
魚
・
酒
等
の
件
を
送
ら
し
む
。
時
に
該
色
爾
玩
は
元
帥
の
船
上
に
尋
ね

到
る
有
る
も
、
何
事
を
申
告
す
る
や
を
知
ら
ず
。

二
十
四
日
に
于
て
該
元
帥
瑟
は
新
た
に
伯
多
禄
一
人
を
留
め
、
旧
よ
り
留

ま
る
の
執
事
・
通
事
の
両
人
を
接
取
し
、
一
共
に
三
隻
連
ａ
し
て
開
行
す
。

色
爾
玩
の
坐
す
る
所
の
船
隻
に
至
り
て
は
、
其
の
修
理
の
全
完
す
る
を
俟

ち
、
六
月
初
二
日
に
放
洋
し
て
回
り
去
け
り
。

七
月
二
十
五
日
に
至
り
て
、
又
、
咈
ｈ
哂
総
兵
黎
峩
の
坐
す
る
所
の
船

隻
、
到
来
す
る
有
り
。
随
即
に
官
に
飭
し
て
物
件
を
交
送
せ
し
む
る
も
、
奈

せ
ん
、
収
領
す
る
を
肯
ぜ
ず
。
乃
ち
元
帥
瑟
西
爾
の
書
啓
一
道
を
逓
給
す
る

有
り
。
内
に
（
次
の
如
く
）
開
せ
り
。

余
の
仁
台
と
与
に
議
す
る
所
の
事
は
、
茲
に
已
に
吾
が
皇
帝
に
申
奏
し
知

道
せ
し
め
た
り
。
論
じ
て
説
う
所
の
ｆ
大
人
に
至
り
て
は
、
両
月
の
後
に
於

て
仍
お
貴
国
に
旋
り
て
淹
留
せ
し
め
ん
と
す
。
乃
ち
敝
邦
の
旨
文
一
た
び
到



れ
ば
、
其
れ
を
し
て
伝
訳
せ
し
め
ん
が
為
な
り
。
料
ら
ざ
り
き
、
ｆ
大
人

は
、
途
に
別
方
の
公
務
に
遇
い
、
身
を
絆
ら
れ
て
速
就
に
転
回
す
る
克
わ

ず
。
伯
多
禄
公
一
人
の
み
孤
居
す
る
を
注
想
す
れ
ば
、
誠
に
両
つ
な
が
ら
便

な
ら
ざ
る
の
情
有
る
を
慮
ば
か
る
。
現
に
亜
臬
徳
公
有
り
。
亦
た
命
を
欽
ん

で
来
た
り
、
彼
に
代
わ
り
て
暫
く
応
理
を
為
す
能
う
べ
し
。
故
に
先
に
護
送

し
て
貴
国
の
処
に
到
り
、
伯
公
に
陪
し
て
一
室
に
同
居
せ
し
め
、
延
き
て
ｆ

大
人
回
旋
す
る
の
際
を
待
ち
、
再
び
定
奪
を
行
わ
し
め
ん
と
す
、
等
の
由
あ

り
。本

爵
、
官
に
飭
し
て
辞
せ
し
む
る
に
、
留
む
る
勿
き
を
以
て
す
。
但
だ
該

総
兵
黎
は
聴
従
す
る
を
肯
ぜ
ず
。
遂
に
亜
臬
徳
公
を
留
め
、
八
月
十
二
日
に

于
て
開
船
し
て
去
る
。
乃
ち
已
む
を
得
ず
、
飭
し
て
該
亜
臬
徳
を
将
て
伯
多

禄
に
陪
し
一
室
に
同
居
せ
し
む
。

窃
か
に
惟
う
に
、
和
を
通
じ
好
を
結
ぶ
は
誠
に
交
隣
の
道
に
係
る
。
有
を

以
て
無
に
易
え
る
は
亦
た
通
財
の
道
と
為
す
。
但
だ
是
れ
、
敝
国
は
海
隅
に

僻
処
し
、
地
は
狭
く
産
は
乏
し
く
、
五
穀
裕
な
ら
ず
日
用
は
不
足
す
。
荷
く

も
聖
朝
の
覆
載
の
恩
を
蒙
り
、
世
々
王
爵
を
膺
け
、
代
々
職
貢
を
供
す
。
故

に
入
貢
の
便
の
順
に
、
閩
省
に
在
り
て
日
用
の
物
件
を
買
い
来
た
り
、
聊
か

国
家
の
用
を
辦
ず
。
乃
ち
咈
国
と
好
を
結
び
て
以
て
交
易
を
為
す
は
、
唯
だ

に
物
の
兌
換
す
る
無
き
の
み
な
ら
ず
、
更
に
交
際
に
礼
を
欠
き
、
肇
衅
の
憂

い
有
る
を
恐
る
な
り
。
甚
だ
し
き
は
則
ち
煩
累
頻
繁
、
費
用
益
々
多
く
し

て
、
国
は
顚
連
の
地
に
入
る
べ
し
。

是
を
以
て
、
飭
し
て
前
由
を
陳
べ
し
め
、
確
と
し
て
請
辞
を
行
わ
し
む
る

も
、
該
国
王
は
元
帥
の
奏
疏
を
接
見
す
る
の
後
、
如
何
に
定
奪
施
行
す
る
や

を
知
ら
ず
。
本
爵
、
之
れ
が
為
に
愁
慮
し
、
経
に
官
吏
に
飭
し
て
確
議
せ
し

む
る
も
、
尚
お
計
の
施
す
べ
き
無
く
、
正
に
寝
食
安
ん
ぜ
ざ
る
の
際
に
在

り
。
猶
お
幸
い
に
父
母
孔
だ
邇
く
、
聖
威
に
資
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
藩
国

は
事
無
き
を
保
ち
難
し
。

此
れ
が
為
に
、
特
に
陪
臣
の
王
舅
毛
増
光
・
正
議
大
夫
梁
学
孔
・
都
通
事

魏
国
香
等
を
遣
わ
し
、
咨
文
を
齎
捧
し
て
二
号
貢
船
に
附
搭
し
、
前
み
て
閩

省
に
抵
り
て
投
請
せ
し
む
。
統
べ
て
祈
る
ら
く
は
、
貴
司
、
仰
い
で
皇
上
の

懐
柔
の
至
意
を
体
し
、
小
邦
の
窮
苦
憐
む
べ
き
を
俯
察
し
、
督撫
両
院
に
転
詳

し
て
情
に
拠
り
て
具
題
せ
し
め
、
仰
い
で
聖
諭
も
て
善
く
照
料
を
加
え
し

め
、
一
面
に
は
𠸄
国
を
し
て
該
伯
徳
令
等
を
接
取
し
て
帰
国
せ
し
め
、
一
面

に
は
咈
国
を
し
て
其
の
和
を
結
び
交
易
す
る
の
心
を
罷
め
て
、
留
む
る
所
の

人
を
将
て
本
国
に
接
回
し
、
以
て
永
久
に
相
い
安
ん
ず
る
を
期
せ
し
め
ん
こ

と
を
請
う
。
則
ち
皇
恩
憲
徳
を
無
疆
に
感
戴
せ
ん
。
理
と
し
て
合
に
咨
請
す

べ
し
。
此
れ
が
為
に
貴
司
に
移
咨
す
。
請
煩
わ
く
は
査
照
し
て
施
行
せ
ら
れ

よ
。須

ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

道
光
二
十
六
年
（
一
八
四
六
）
八
月
十
四
日

注
（
1
）	

君
父
の
威
　
君
主
で
あ
り
父
で
あ
る
皇
帝
の
威
厳
。

（
2
）	

藩
国
　
冊
封
進
貢
秩
序
の
中
の
藩
属
国
。
こ
こ
で
は
、
琉
球
国
を
指
す
。



（
3
）	

𠸄
咭
唎
船
　
こ
の
英
国
船
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
号
。

（
4
）	

姓
は
劉
、
名
は
友
于
　
劉
友
于
。
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
通
訳
と
し
て
来
琉

し
た
広
東
省
香
山
県
出
身
の
中
国
人
。
一
八
四
九
年
三
月
に
帰
国
（
照
屋

善
彦
『
英
宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
参

照
）。

（
5
）	

伯
徳
令
　
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ジ
ャ
ン
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ

ム
（Bernard	Jean	Bettelheim

）。
ｍ
ｎ
呤
と
も
。
一
八
一
一
～
七
〇

年
。
イ
ギ
リ
ス
国
籍
の
宣
教
師
で
医
師
。
一
八
四
六
～
五
四
年
、
英
海
軍

軍
人
琉
球
伝
道
会
の
宣
教
師
と
し
て
妻
子
と
と
も
に
来
琉
、
王
府
の
滞
在

拒
否
に
抗
し
て
上
陸
、
以
後
八
年
余
に
わ
た
っ
て
波
之
上
の
護
国
寺
に
滞

在
し
た
。

（
6
）	

家
眷
　
家
族
。

（
7
）	

身
を
棲
ん
ず
る
　
身
を
寄
せ
る
。あ
る
人
の
家
に
同
居
し
て
世
話
に
な
る
。

（
8
）	

交
送
　
送
り
と
ど
け
て
ひ
き
わ
た
す
。

（
9
）	

摂
藍
　
ゲ
ラ
ン
。
ニ
コ
ラ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ゲ
ラ
ン
（Nicolas	Francois	

Guerin

）。
フ
ラ
ン
ス
海
軍
の
総
兵
。
一
八
四
六
年
五
月
（
道
光
二
十
六
年

四
月
）、
サ
ビ
ー
ヌ
号
で
泊
港
に
来
航
、
つ
い
で
運
天
港
へ
到
り
、
同
年
七

月
に
出
港
。
一
八
五
五
年
（
咸
豊
五
）
再
度
来
航
し
、
琉
仏
修
好
条
約
締

結
を
強
行
し
た
。

（
10
）	

元
帥
　
軍
の
最
高
の
階
級
あ
る
い
は
称
号
だ
が
、
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
の

イ
ン
ド
シ
ナ
艦
隊
の
提
督
で
あ
る
瑟
西
爾
（
セ
シ
ー
ユ
）
の
こ
と
。

（
11
）	

瑟
西
爾
　
セ
シ
ー
ユ
。
ジ
ャ
ン
・
バ
チ
ス
ト
・
セ
シ
ー
ユ
（Jean	Baptiste	

Cecille

）。
ｌ
哂
咡
と
も
。
フ
ラ
ン
ス
東
洋
艦
隊
の
提
督
。
道
光
二
十
六
年

五
月
（
一
八
四
六
年
六
月
）、
ク
レ
オ
パ
ー
ト
ル
号
（Cleopatre

）
で
来

琉
、
運
天
港
に
約
一
ヶ
月
滞
在
し
、
琉
球
当
局
と
条
約
交
渉
に
当
た
っ
た

が
成
功
せ
ず
、
同
年
閏
五
月
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高

を
乗
せ
て
出
航
し
た
。

（
12
）	

黎
峩
　
リ
ゴ
ー
。
ピ
エ
ー
ル
＝
ル
イ
＝
シ
ャ
ル
ル
・
リ
ゴ
ー
・
ド
・
ジ
ェ

ヌ
イ
リ
ー
（Piettr-Louis-Chares	Rigault	de	Genouilly

）。
一
八
〇
七

～
七
三
年
。
道
光
二
十
六
年
五
月
（
一
八
四
六
年
六
月
）
に
来
航
し
た
セ

シ
ー
ユ
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ュ
ー
ズ
号
の
艦
長
。
運
天

港
に
停
泊
し
、
同
年
閏
五
月
に
出
航
。

（
13
）	

類
斐
理
甫
　
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
（Louis	Philippe

）。
フ
ラ
ン
ス

国
王
。
一
七
七
三
～
一
八
五
〇
年
。
在
位
一
八
三
〇
～
四
八
年
。

（
14
）	

生
意
　
商
業
経
営
。
交
易
、
生
業
。

（
15
）	

馬
頭
　
停
泊
所
、
船
着
き
場
。
碼
頭
（
マ
ー
ト
ー
）
に
同
じ
。
港
湾
。

（
16
）	

収
留
　
お
さ
め
と
ど
め
る
。
受
け
取
り
と
ど
め
る
。

（
17
）	

差
船
　
役
所
の
命
を
受
け
て
派
遣
さ
れ
た
船
。

（
18
）	

申
奏
　
申
し
上
げ
る
。

（
19
）	

謊
言
　
い
つ
わ
り
。
で
た
ら
め
を
言
う
。

（
20
）	

叡
知
明
達
　
聡
明
で
道
理
を
わ
き
ま
え
て
い
る
こ
と
。

（
21
）	

定
奪
施
行
　「
定
奪
」
は
可
否
を
決
定
す
る
。
決
裁
し
て
処
理
す
る
。

（
22
）	

跟
去
　
従
え
て
行
く
、
連
れ
て
行
く
、
の
意
。

（
23
）	

伯
多
禄
　	

ル
＝
テ
ュ
ル
デ
ュ	

。
ピ
エ
ー
ル
＝
マ
リ
・
ル
＝
テ
ュ
ル
デ
ュ

（Pierre-M
arie	Le	Turdu

）。
ｍ
哆
ｘ
と
も
。
一
八
二
一
？
～
六
一
年
。

フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
。
道
光
二
十
六
年
四
月
サ
ビ
ー
ヌ
号
で
来
航
、
フ
ォ

ル
カ
ー
ド
の
あ
と
を
つ
い
で
天
久
聖
現
寺
に
約
二
年
滞
在
し
、
道
光

二
十
八
年
七
月
に
バ
イ
ヨ
ネ
ー
ズ
号
で
出
航
。
マ
ニ
ラ
・
香
港
を
経
て
広

東
に
着
。
同
地
で
一
八
六
一
年
に
死
去
（『
沖
縄
大
百
科
』）。

（
24
）	

皇
諭
　
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
諭
旨
。

（
25
）	

酌
察
　
斟
酌
す
る
。
推
察
す
る
。

（
26
）	

大
嶺
村
　
豊
見
城
間
切
内
の
村
。
現
豊
見
城
市
。

（
27
）	
克
必
釘
　
役
職
。
キ
ャ
プ
テ
ン
の
こ
と
。

（
28
）	
色
爾
玩
　
セ
ル
ヴ
ァ
ン
。
ア
リ
ス
テ
ィ
ー
ド
・
セ
ル
ヴ
ァ
ン
（Aristide	

Servan
）。
道
光
二
十
六
年
閏
五
月
（
一
八
四
六
年
七
月
）
商
船
パ
シ

フ
ィ
ー
ク
号
で
来
航
、
豊
見
城
間
切
大
嶺
村
沖
で
座
礁
、
同
年
六
月
出
航
。



（
29
）	

書
啓
　
書
信
。
手
紙
。
こ
の
瑟
西
爾
か
ら
の
手
紙
は
、
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
の
維
新
史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
あ
る
（
弘
化
三
年
八
月
十
二

日
付
け
「
薩
藩
琉
球
在
番
奉
行
届
書
藩
庁
宛
」
一
巻
、	

四
二
六
～
四
二
九

頁
）。	

末
尾
に
「
瑟
西
爾
拝
」
と
記
さ
れ
た
漢
文
と
そ
の
和
解
が
載
っ
て

い
る
。

（
30
）	

逓
給
　
取
り
次
い
で
渡
す
。

（
31
）	

仁
台
　
貴
台
に
同
じ
。
書
翰
用
語
で
相
手
を
敬
っ
て
い
う
語
。
あ
な
た
。

こ
こ
で
は
直
接
的
に
は
セ
シ
ー
ユ
と
の
交
渉
窓
口
で
あ
っ
た
総
理
官
を
指

す
が
、
意
味
的
に
は
尚
育
王
を
指
す
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
維
新

史
料
綱
要
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
弘
化
三
年
七
月
二
十
五
日
の
記
事
に
「
同
時

大
総
兵
ヨ
リ
総
理
官
ヘ
ノ
書
状
持
越
居
候
間
、
総
理
官
直
ニ
相
届
度
申
出

候
付
、
総
理
官
ヘ
相
達
明
日
返
答
可
致
段
申
達
候
由
」
と
あ
る
。
な
お
、

こ
の
と
き
の
総
理
官
は
国
頭
按
司
正
秀
、
唐
名
は
馬
克
仁
。

（
32
）	

速
就
　
迅
速
に
。

（
33
）	

孤
居
　
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
い
る
こ
と
。

（
34
）	

注
想
　
思
い
を
か
け
る
。
注
意
し
て
。
お
も
ん
ば
か
っ
て
。

（
35
）	

亜
臬
徳
　
ア
ド
ネ
。
マ
チ
ュ
ー
・
ア
ド
ネ
（M

athieu	Adnet
）。
一
八
一
三
？

～
四
八
年
。
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
。
道
光
二
十
六
年
七
月
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ュ
ー
ズ
号
で
来
航
、
約
二
年
滞
在
。
ル
＝
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
と
も
に
暮
ら

し
た
が
、
肺
結
核
の
た
め
、
二
十
八
年
六
月
病
死
。
ル
＝
テ
ュ
ル
デ
ュ
に

よ
っ
て
泊
外
人
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
（『
沖
縄
大
百
科
』、
フ
ラ
ン
シ
ス

ク
・
マ
ル
ナ
ス
著
／
久
野
桂
一
郎
訳
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
八
五
）。

（
36
）	

応
理
　
対
応
、
対
処
、
応
接
。

（
37
）	

回
旋
　
返
回
。
帰
国
。

（
38
）	

通
財
　
財
貨
を
融
通
す
る
。

（
39
）	

肇
衅
　
騒
擾
の
発
端
。
紛
争
の
発
端
と
な
る
。

（
40
）	

顚
連
　
非
常
に
困
惑
す
る
。
難
渋
す
る
。
顚
沛
に
同
じ
。
危
急
存
亡
の
場

合
。

（
41
）	

請
辞
　
辞
退
す
る
。
遠
慮
す
る
。

（
42
）	

父
母
孔
だ
邇
く
　
両
親
が
近
く
に
い
る
。『
詩
経
』「
国
風
・
周
南
」
の
汝

墳
の
篇
に
「
魴
魚
赬
尾
、
王
室
燬
く
が
如
し
。
則
ち
燬
く
が
如
し
と
雖
も
、

父
母
孔
だ
邇
し
」
と
あ
る
。
今
は
こ
ん
な
に
苦
し
い
時
代
で
あ
る
が
、
や

が
て
わ
れ
ら
を
救
う
父
母
の
よ
う
な
仁
君
の
恵
み
に
浴
し
て
、
よ
い
世
の

中
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
と
の
意
（
高
田
訳
参
照
）。

（
43
）	

聖
威
に
資
る
　
中
国
皇
帝
の
権
威
に
頼
っ
て
。

（
44
）	

梁
学
孔
　
久
米
村
系
梁
氏
。『
宝
案
』
で
は
道
光
十
四
年
（
一
八
三
四
）
進

貢
の
存
留
通
事
、
同
二
十
年
都
通
事
、
同
二
十
六
年
の
正
議
大
夫
と
し
て

名
が
み
え
る
。
道
光
二
十
六
年
は
異
国
人
退
去
に
つ
い
て
対
英
仏
交
渉
を

要
請
す
る
た
め
請
諭
副
使
（
正
議
大
夫
）
と
し
て
福
州
へ
赴
く
が
同
地
で

病
没
し
た
（『
世
譜
』）。

（
45
）	

魏
国
香
　
高
嶺
里
之
子
親
雲
上
（『
家
譜
（
二
）』
五
二
〇
頁
、
陳
元
達
の

譜
）。
久
米
村
系
魏
氏
。
道
光
二
十
六
年
、
異
国
人
退
去
に
つ
い
て
対
英
仏

交
渉
を
要
請
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
陳
情
使
節
の
都
通
事
。『
宝
案
」
で

は
ほ
か
に
道
光
十
六
年
接
貢
船
の
存
留
通
事
と
し
て
名
が
み
え
る
（〔
二
―

一
六
五
―
〇
一
〕）。

（
46
）	

投
請
　
請
願
す
る
。


